
し
か
し
、

横
浜
市
会
の

反
応
は
に
ぶ

く
、

諮
問
が
横
浜
市
議
会
に

提
示
さ
れ
た
の

は
、

よ
う
や
く
三
月
二

十
一

日
の

こ

と
で

あ
っ

た
。

こ

の

日
午
後

四
時
に

開
会
さ
れ
た
議
場
に

は
傍
聴
人
数
百
が
詰
め
か

け
、

多
数
の

壮
士
は
各
議
員
の

発
言
に

対
し
て

批
評
を
加
え
、

賛
成
・

反
対
の

発
言
を
し
て

議
事
の

妨
害
を
は
か
り
、

こ

の

た
め
議
場
は
騒
然
と
な
っ

た
。

結
局
、

こ

の

日
は
議
事
の

結
了
に
至
ら
ず
次
回
ま
で

延
期
と
な
っ

た
。

中
野
知
事
は

議
長
代
理
・

市
長
に

対
し
て

厳
重
督
促
を
お
こ

な
っ

た
こ

と
は
言
う
ま
で

も
な
か
っ

た
。

中
野
の

見
る
と
こ

ろ
で

は
、

同
夜
の

出
席
議
員
中
、

賛
成

者
は
反
対
者
に

比
し
少
数
で

あ
っ

た
た
め
、

特
に

壮
士
を
使
っ

て

議
事
を
引
き
延
ば
し
た
の

で

あ
っ

て
、

市
会
の

多
数
は
設
置
賛
成
に

傾
い

て
い

る

状
況
で

あ
っ

て
、

形
勢
は
明
る
い

見
通
し
を
報
告
し
た
。

だ
が
一

方
で

は
、

サ
ミ
ュ

エ

ル

側
か
ら
遅
延
を
非
難
さ
れ
た
浅
野
は
、

そ
の

苦
境
を
渋
沢
栄
一

に

訴
え
、

渋
沢
は
井
上
内
相
に

対
し
て

市
会
否
決

の

形
勢
と
伝
え
て
、

こ

の

際
内
務
省
が
市
会
に
か
か
わ
ら
ず
予
定
の

場
所
へ

設
置
強
行
の

決
断
を
す
る
こ

と
を
求
め
て
い

る
（
井
上
馨
関
係
文
書
）。

つ

づ
い

て

翌
日
、

当
夜
欠
席
し
た
議
長
渡
辺
福
三
郎
の

訪
問
を
う
け
た
中
野
知
事
は
、

同
人
か
ら
つ

ぎ
の

よ
う
な
政
治
情
勢
を
聞
い

た
。

「
昨
日
市
長
其
他
ヨ

リ
申
述
候
通
、

油
槽
問
題
ハ

目
下
市
内
一

般
ノ

人
心
ヲ

激
シ
、

到
ル

所
喧
囂
〓
々

到
居
候
而
已
ナ

ラ
ズ

貿
易
商
惣
代
議
員
改
選
ニ

付
テ
モ

油
槽

問
題
ヲ

奇
貨
ト
シ

テ

運
動
罷
在
候
程
ノ

義
ニ

シ

テ
、

議
長
自
身
ノ

如
キ
モ

右
改
選
ニ

関
シ

テ
ハ

目
下
競
争
ヲ

試
居
候
場
合
ニ

有
之
、

旁
直
ニ

油
槽
問
題
ニ

付
市
会
開

会
候
ト
モ

単
ニ

喧
囂
ノ

府
ト
ナ
ル

ノ

ミ
ニ

テ
好
結
果
ヲ

得
ル

能
ザ
ル

見
込
ニ

有
之
」

と
語
っ

た
と
い

う
か
ら
、

審
議
の

当
日
議
長
欠
席
の

理
由
と
見
ら
れ
る
事
情
を
語
っ

て
お

り
、

市
会
議
員
の

諮
問
に

対
す
る
反
応
を
分
析
し
て
、

第
一

の

油
漕
設
置
賛
成
派
、

第
二
の

危
険
を
理
由
に

設
置
反
対
派
、

第
三
の

調
査
委
員
の

調
査
不
十
分
に

付
き
現
地
再
調
査
派
の

三
派
に

分
か
れ
、

こ

の

う
ち
、

第
三
派
の

説
は
、

す
で
に

県
庁
・

内
務
省
の

技
師
に

よ
る
調
査
済
み
で

あ
る
こ

と
か
ら
、

議
長
自
身
の

説
得
に

よ
っ

て

目
下
の

と
こ

ろ

「
大
ニ

減
退
」
し
た
と
い

う
。

「
第
一

・

第
二
ノ

両
説
ニ

対
ス

ル

競
争
ハ

最
激
烈
ヲ

極
メ

居
候
姿
ニ

テ
、

実
ニ

市
会
未
曾
有
ノ

難
局
ニ

当
リ
居
候
」

と
あ
り
、

暫
時
人
心
の

沈
静
を
待
つ

ま
で

猶
予
を
求
め
た
と
い

う
。
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こ

れ
に

対
し
知
事
は
つ

ぎ
の

よ
う
に

説
い

た
。

「
市
内
一

小
部
分
ノ

競
争
軋
轢
ノ

為
メ

国
務
ニ

関
ス

ル

件
ヲ

抛
棄
ス

ル

ハ

実
ニ

市
ノ

本
分
ヲ

欠
ク

ノ

嫌
ヒ

有
之
、

甚
容
易
ナ
ラ
サ
ル

次
第
ニ

シ

テ
我
政
府
ニ

於
テ
ハ

外
国
政
府
ニ

対
シ

本
市
一

小
部

分
競
争
之
為
メ

外
交
上
ニ

関
係
ス

ル

事
件
ヲ

遷
延
セ

シ

ム

ル

ノ

理
由
ト
シ

テ

答
弁
シ

能
ハ

サ
ル

ハ

実
ニ

視
安
キ
ノ

条
理
ニ

有
之
、

議
長
ニ

於
テ
モ

目
下
難
局
ニ

遭
遇
ス

ル
ハ

千
万
諒
察
ス

ル

所
ナ
レ

ト
モ

国
務
ニ

関
係
ア
ル

以
上
ハ

百
難
ヲ

排
シ

テ

之
ニ

当
ラ
サ

ル

ヘ

カ
ラ
サ
ル

ノ

義
務
有
之
、

旁
以

精
々

尽
力
可
致
旨
熟
々

説
諭
相
加
候
」

渡
辺
議
長
は
今
夕
市
会
は
あ
る
が
、

他
事
件
で

開
会
す
る
も
の

で

議
場
に

油
漕
問
題
を

持
ち
出
す
こ

と
は
反
動
を
呼
び
好
結
果
は
期
待
で

き
な
い

か
ら
、

休
憩
な
ど
の

場
合
に

各

員
へ

の

説
得
を
約
束
し
た
と
い

う
。

し
か
し
、

こ

の

日
の

市
会
は
議
員
出
席
定
数
に

満
た
な
か
っ

た
の

で

開
会
さ
れ
な
か
っ

た
が
、

議
長
・

市
長
は
二

十
名
の

出
席
議
員
に

対
し
て

知
事
か
ら
の

説
得
を
伝
え
、

賛
否

両
派
と
も
知
事
の

趣
旨
を
了
解
し
て
、

速
か
に

決
議
の

運
び
に

も
っ

て

行
く
こ

と
に

異
存

な
し
と
す
る
反
応
を
得
た
の

で

あ
っ

た
が
、

「
罐
詰
石
油
」
業
者
で

あ
る
桑
原
・

安
部
の

二

議
員
は

神
戸
港
新
設
の

油
漕
を
調
査
し
て
、

依
然
危
険

論
を
固
執
す
る
一

派
が
あ
り
、

ま
た
貿
易
商
総
代
議
員
改
選
終
了
ま
で

は
市
会
は
開
け
な
い

情
勢
で

あ
る
か
ら
、

こ
の

両
三
日
間
沈
静
期
間
を
お
い

て
、

来
る
四
月
五
日
前
後
に

開
会
し
た
い

と
語
っ

た
と
い

う
。

三
月
二
十
八
日
、

中
野
知
事
は
内
務
省
へ

出
頭
し
、

井
上
内
相
か
ら
指
示
を
受
け
た
後
、

翌
二
十
九
日
つ

ぎ
の

よ
う
な
市
長
あ
て
の

督
促
を
お
こ

な
っ

た
。

石油タンク設置反対派政談演説会のビラ
外務省外交史料館蔵
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官
外
第
四
五
五
号

石
油
々

槽
設
置
ノ

タ
メ

鉄
管
伏
設
ノ

義
ニ

関
シ

客
年
十
二
月
諮
第
五
号
ヲ

以
テ

其
市
へ

諮
問
相
成
候
処
右
ハ

予
テ

申
陳
置
候
通
外
交
上
至
急
ヲ

要
候
義
ニ

付
早
々

議

決
之
上
答
申
書
呈
出
相
成
候
様
御
取
計
有
之
度
且
該
件
ニ

付
親
シ

ク

知
事
ヨ

リ
御
談
示
可
相
成
義
有
之
候
条
貴
職
市
会
議
長
又
ハ

代
理
者
御
同
伴
早
々

御
参
庁
相
成

度
命
ニ

ヨ

リ
此
段
申
進
候
也

明
治
廿
六
年
三
月
廿
九
日

内
務
部
長
　
三
橋
信
方

横
浜
市
長
佐
藤
喜
左
衛
門
殿

市
長
が
議
長
代
理
を
伴
な
っ

て

県
庁
に

知
事
を
訪
ね
た
の

は
恐
ら
く
同
じ
二
十
九
日
の

こ

と
で

あ
っ

た
ら
し
い
。

こ

の

日
の

会
談
で

知
事
は
油
漕

設
置
の

実
施
根
拠
と
し
て
、

慶
応
三
（
一

八
六
七

）
年
の

「
横
浜
外
国
人
居
留
地
取
締
規
則
」
第
七
条
を
も
ち
だ
し
、

こ

れ
は
条
約
上
「
帝
国
ノ

義

務
」
で

あ
る
と
説
い

て
い

る
。

こ

の

論
拠
は
ま
た
恐
ら
く
外
務
省
の

説
く
も
の

で

あ
っ

た
こ

と
で

あ
ろ
う
。

中
野
は
さ
ら
に
、

本
件
は
内
務
・

外
務

両
大
臣
か
ら
入
念
な
指
示
が
だ
さ
れ
、

石
油
輸
入
の

時
期
が
迫
っ

て

い

る
こ

と
を
説
き
、

「
本
件
諮
問
ヲ

発
セ

シ

以
来
殆
ン

ト
四
ケ

月
ニ

渉
り
未
タ

決
了
ニ

至
ラ
サ
ル
ハ

実
ニ

国
務
ニ

対
シ

市
ノ

本
分
ヲ

尽
サ
ヽ

ル
ニ

至
リ
甚
タ

遺
憾
ニ

堪
ヘ

サ
ル

次
第
」
と
説
き
、

諮
問
に

対
す
る
答
申
書
の

提
出
を

取
り
は
か
ら
い

至
急
お
こ

な
う
よ
う
「
懇
諭
」
し
た
。

四
月
二
日
午
前
、

中
野
知
事
を
官
邸
に

訪
れ
た
原
善
三
郎
は
、

自
分
は
本
件
に

関
係
は
な
い

が
、

市
の

た
め
容
易
な
ら
ざ
る
結
果
を
惹
起
し
、

外

国
貿
易
に

も
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
あ
り
と
憂
慮
し
て
い

る
と
述
べ
、

つ

ぎ
の

よ
う
な
判
断
を
伝
え
て
い

る
。

「
目
下
市
内
ノ

侃
々

囂
々

タ
ル

起
因
ヲ

吟
味
ス

レ

ハ

実
ニ

些
々

タ
ル

事
ニ

テ
、

油
槽
設
置
賛
成
者
ハ

英
商
サ

ミ
ュ

ー
ル

社
ヨ

リ
、

又
反
対
者
ハ

米
国
某
石
油
商
社
ヨ

リ
各
収
賄
之
上
運
動
相
試
候
ト
ノ

嫌
疑
ニ

外
ナ

ラ
ス
、

又
油
槽
設
置
ニ

充
ヘ

キ
土
地
所
有
者
平
沼
九
兵
衛
ハ

三
多
摩
管
轄
者
ノ

件
ニ

賛
成
ヲ

表
シ

タ
ル

ト
ノ

故
ヲ

以

テ
市
内
又
ハ

神
奈
川
地
方
ノ

自
由
党
員
ノ

甘
心
ヲ

失
シ

タ
ル

等
ニ

基
キ
、

夫
レ

ヨ

リ
種
々

ノ

枝
葉
ヲ

生
シ
、

市
内
貿
易
ノ

得
失
等
ニ

関
ス

ル

考
慮
ハ

暫
ク

措
キ
、

其

争
点
ノ

胚
胎
ス

ル

所
ハ

遠
ク

他
事
件
些
末
ノ

点
ニ

ア

リ
ト

雖
モ
、

危
険
ト
カ
漁
業
ト
カ
ノ

名
ヲ

藉
リ
目
下
既
ニ

行
掛
リ
ト
相
成
居
、

殊
ニ

貿
易
商
惣
代
議
員
改
選
ノ
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義
ハ

去
ル
一

日
決
定
致
候
得
ト
モ

未
タ
充
分
ノ

折
合
相
整
ハ

サ
ル

折
柄
ニ

付
、

一

朝
ニ

人
心
ヲ

収
攬
ス

ル

能
ハ

ス
、

故
ニ

今
遽
ニ

市
会
ノ

決
議
ヲ

需
メ

ラ
ル
ヽ

ト
キ

ハ

到
底
満
足
ノ

結
果
ヲ

得
ル

能
ハ

ス
、

又
之
ト
同
時
ニ

神
奈
川
地
方
人
民
ノ

勢
援
モ

有
之
ニ

付
漁
業
上
不
良
ナ
リ
ト
ノ

問
題
ヲ

提
起
ス

ル
ハ

必
然
ニ

有
之
候
、

然
ル

ト
キ
ハ

県
庁
ハ

勢
ヒ

断
然
ノ

処
分
ニ

出
ラ
レ

候
外
無
之
、

其
場
合
ニ

於
テ
ハ

市
民
ト

県
庁
ト
ハ

自
カ
ラ

調
和
ノ

途
ヲ

失
シ
、

是
ヨ

リ
軋
轢
ノ

端
緒
ヲ

開
キ
其
極
遂
ニ

名
状
ス
ヘ

カ
ラ
サ
ル

蟠
措
ノ

事
態
ヲ

生
ス

ヘ

キ
コ

ト
ヽ

深
ク

憂
慮
致
候
」

こ

う
し
て

原
は
市
会
答
申
書
の

提
出
を
さ
ら
に

四
、

五
十
日
の

猶
予
を
求
め
、

そ
の

間
賛
否
両
派
の

調
停
を
試
み
た
い

と
申
し
入
れ
た
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

中
野
知
事
は
「
当
市
官
民
ノ

間
ニ

軋
轢
ヲ

生
ス

ル

端
緒
ナ
リ
ト
モ

小
官
ノ

職
権
上
」
残
念
な
が
ら
「
相
当
ノ

処
分
」
に

及
ぶ
覚
悟
で

あ
る

と
述
べ
、

原
の

提
案
を
拒
否
し
た
。

そ
の

夜
、

原
は
浅
野
総
一

郎
を
八
方
捜
索
の

末
呼
び
寄
せ
、

知
事
の

強
硬
方
針
を
伝
え
て

協
議
し
、

か
り
に

油
漕
設
置
を
強
行
し
た
場
合
、

妨
害

者
続
出
し
、

鉄
管
の

破
壊
そ
の

他
の

妨
害
行
為
が
続
出
し
、

た
と
え
警
察
力
を
も
っ

て
こ

れ
を
防
止
す
る
こ

と
が
で

き
た
と
し
て

も
、

石
油
商
業
上

の

影
響
は
免
れ
な
い

の

で
、

や
は
り
僅
々

四
、

五
十
日
間
の

猶
予
期
間
を
と
り
、

人
心
の

沈
静
を
と
る
の

が
得
策
と
い

う
結
論
を
固
め
、

た
だ
ち
に

箱
根
方
面
へ

旅
行
中
の

サ
ミ
ュ

エ

ル

社
長
ミ
ッ

チ
ェ

ル

と
連
絡
を
と
り
、

四
、

五
十
日
間
の

市
会
決
議
猶
予
策
の

同
意
を
求
め
、

同
人
か
ら
東
京
の

英
国
公
使
へ

内
報
す
る
よ
う
に

し
た
い

と
話
し
合
っ

た
。

そ
の

翌
日
午
前
、

原
は
中
野
知
事
を
ふ
た
た
び
訪
ね
、

前
夜
浅
野
と
協
議
し
た
内
容
を
伝
え
て

了
承
を
得
よ
う
と
し
た
が
、

知
事
は
こ

れ
を
認
め

ず
、

た
だ
市
会
の

決
議
を
督
促
し
、

そ
の

結
果
に
よ
り
断
然
た
る
処
分
の

決
心
を
伝
え
た
。

す
で
に

政
府
（
外
務
・

内
務
）
の

態
度
は
硬
化
し
て
い

た
。

政
府
の

待
っ

て

い

た

も
の

は
油
漕
設
置
賛
成
の

答
申
で

あ
っ

た
。

反
対
決
議
は
許
さ

れ
な
か
っ

た
。

四
月
十
日
、

苦
慮
す
る
市
当
局
側
、

賛
成
派
は
、

賛
否
未
定
の

中
立
議
員
を
抱
き
こ

む
た
め
、

油
漕
設
置
に

関
す
る
諮
問
案
再
調
査

の

緊
急
動
議
を
提
出
、

こ

の

動
議
は
賛
成
多
数
で

成
立
、

議
長
は
五
名
の

再
調
査
委
員
を
指
命
し
た
。

再
調
査
の

名
目
は
、

前
回
の

調
査
は
事
実
関
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係
の

現
地
調
査
で

あ
っ

た
の

に

対
し
、

今
回
は
あ
く
ま
で

「
学
理
的
ノ

研
究
ヲ

遂
ク
ル

事
ト
シ

」、
「
有
名
ノ

博
士
等
ヲ

聘
シ
、

建
築
法
、

人
家
ト
ノ

距
離
、

発
火
ノ

節
防
禦
等
ノ

学
説
ヲ

徴
ス

ル

事
」
に

あ
る
と
し
て
い

た
。

市
長
は
知
事
に

対
し
こ

の

動
議
成
立
は
事
態
打
開
へ

の

有
利
な
足
が
か
り

と
な
る
と
報
告
し
た
。

し
か
し
、

そ
の

こ

ろ
、

中
野
知
事
自
身
に

対
す
る
評
価
も
き
び
し
く
な
っ

て

い

た
。

外
務
大
臣
の

陸
奥
は
井
上
に

対
し
て

書

簡
を
送
り
、

中
野
に

定
見
が
な
く
、

責
任
回
避
の

風
あ
り
と
評
し
、

問
題
は
対
英
関
係
の

悪
化
を
招
く
恐
れ
あ
り
と
し
、

中
野
に

対
し
厳
重
訓
令
を

発
す
る
よ
う
求
め
、

つ

づ
い

て

十
三
日
に

は
、

中
野
は
市
会
決
議
ま
で
に

な
お

十
五
日
を
要
す
と
回
答
し
て

き
た
が
、

こ
の

よ
う
な
緩
慢
で

は
英
国

へ

通
達
し
難
し
と
し
て

「
議
案
撤
回
」
の

英
断
を
求
め
て

さ
え
い

る
。

そ
の

十
三
日
、

井
上
内
相
は
中
野
知
事
に

対
し
十
四
日
よ
り
向
う
一

週
間
と
期
限
を
定
め
、

も
し
同
期
日
を
経
過
し
答
申
を
し
な
い

と
き
は
諮
問

を
撤
回
す
る
と
通
達
し
た
。

こ

の

通
達
の

趣
旨
は
即
時
市
当
局
へ

示
達
さ
れ
た
こ

と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

だ
が
、

十
四
・

十
五
両
日
の

市
会
は
、

学

理
上
の

再
調
査
の

決
議
に

し
た
が
い
、

議
長
は
知
事
に

対
し
調
査
の

た
め
答
申
を
三
週
間
延
期
を
求
め
る
請
願
書
を
提
出
す
る
こ

と
、

延
期
理
由
を

陳
述
す
る
五
名
の

委
員
を
選
出
す
る
こ

と
と
を
議
決
し
、

請
願
書
提
出
と
延
期
理
由
の

説
明
は
十
八
日
に

お
こ

な
わ
れ
た
。

こ

れ
に

対
し
中
野
知
事

は
延
期
理
由
な
る
も
の

は
諮
問
事
項
の

範
囲
外
と
し
、

も
は
や
現
在
に

至
っ

て

は
延
期
論
は
採
り
あ
げ
ら
れ
な
い

と
し
、

口

頭
と
文
書
を
も
っ

て

拒

絶
し
た
。

こ

こ

に
至
り
市
会
は
内
務
大
臣
示
達
の

回
答
期
限
を
目
前
に

し
て
に

わ
か
に

緊
張
し
た
。

議
長
は
十
九
日
午
前
九
時
貿
易
商
会
館
で

臨
時

市
会
を
招
集
、

あ
ら
か
じ
め

会
場
の

入
口
、

廊
下
を
二

十
余
名
の

警
察
官
で

警
備
す
る
も
の

も
の

し
い

厳
戒
の

中
で

審
議
を
開
始
し
、

決
議
は
翌
二

十
日
に

持
ち
越
し
た
。

二

十
日
は
市
会
に

許
さ
れ
た
最
終
日
で

あ
っ

た
。

こ

の

日

午
前
十
時
四
十
分
開
会
さ
れ
る
と
、

あ
く
ま
で

再
調
査
を
主
張
す
る
説
、

条
件
付
き
で

賛
成
す
る
説
を
中
心
に

議
論
が
展
開
し
、

百
余
名
の

傍
聴
者
中
か
ら
壮
士
の

賛
否
の

発
声
あ
っ

て

騒
然
と
な
り
、

採
決
は
午
後
と
な
っ

た
。

午
後
一

時
の

採
決
は
次
の

よ
う
な
次
第
と
な
っ

た
。
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「
午
後
一

時
再
び
開
会
、

議
長
は
十
五
番
早
川
覚
兵
衛
氏
の

建
議
に

依
り
採
決
は
無
記
名
投
票
を
以
て

為
す
事
を
起
立
に

問
ひ

し
が
多
数
に
て

之
を
決
し
た
れ
ば
先

十
一

番
川
村
三
郎
氏
の

設
置
不
賛
成
説
に

付
投
票
せ
し
め
た
る
に

之
を
可
と
す
る
者
十
五
票
、

否
と
す
る
者
十
六
票
、

一

票
の

差
に
て

破
れ
、

次
に

十
六
番
増
田
勘

七
氏
の

条
件
付
説
置
案
に

付
投
票
せ
し
に

可
と
す
る
者
十
六
票
、

否
と
す
る
者
十
五
票
、

遂
に
一

票
の

多
数
に
て

設
置
す
る
事
を
可
決
せ
り
、

爰
に

於
て

議
長
は
閉

会
を
命
じ
、

午
後
二

時
閉
会
せ
し
が
設
置
賛
成
者
は
万
歳
を
連
呼
し
、

反
対
の

傍
聴
者
は
市
会
腐
敗
等
と
絶
叫
し
退
場
せ

り

」（『
毎
日
新
聞

』明
治
二
十
六
年
四
月

二

十
一

日
付
）

中
野
知
事
は
た
だ
ち
に

林
外
務
次
官
あ
て

に
つ

ぎ
の

よ
う
に

電
報
を
打
っ

た
。

「
タ
ン

ク
ノ

件
二
三
条
件
ヲ

附
シ

諮
問
通
リ
唯
今
市
会
ニ

テ
可
決
セ

リ
委
細
郵
便
」（
二
十
日
午
後
二

時
四
〇
分
発
）

と
こ

ろ
で

賛
成
者
提
出
の

条
件
付
設
置
案
の

「
条
件
」
と
は
、

設
置
さ
れ
る
タ
ン

ク
と
隣
接
地
と
の

間
に

余
地
が
少
い

た
め
、

危
険
防
止
の

配
慮

を
求
め
た
も
の

で
、

帷
子
川
か
ら
十
五
間
、

桜
川
か
ら
二

十
間
、

平
沼
町
道
路
か
ら
三
十
五
間
、

隣
地
私
有
地
境
か
ら
四
十
間
の

距
離
を
そ
れ
ぞ
れ

と
る
こ

と
、

隣
地
と
の

間
に

あ
る
空
地
に

幅
二

間
以
上
の

空
堀
を
設
け
る
こ

と
、

周
囲
に

煉
瓦
ま
た
は
石
で
堅
牢
な
高
さ
十
尺
以
上
の

塀
を
設
け
る

こ

と
、

タ
ン

ク

設
置
期
間
を
三
十
年
と
限
る
こ

と
な
ど
で

あ
る
。

そ
の

夜
十
時
半
、

三
次
会
が
開
か
れ
、

条
件
付
き
賛
成
案
で

あ
る
増
田
勘
七
提
出

の

建
議
案
の

採
決
が
お
こ

な
わ
れ
、

十
七
票
対
十
二

票
で

可
決
、

十
一

時
半
ご
ろ
閉
会
し
た
。

と
も
あ
れ
、

同
日
午
後
に

採
択
さ
れ
た
市
会
の

「
答
申
書
」
案
は
新
聞
に
よ
れ
ば
つ

ぎ
の

と
お
り
に

な
っ

て

い

る
。

「
明
治
廿
五
年
十
二
月
廿
日
諮
第
五
号
を
以
て

御
諮
問
相
成
候
東
京
府
平
民
浅
野
総
一

郎
の

出
願
に

係
る
当
市
平
沼
町
四
丁
目
三
十
七
番
地
に

設
置
す
べ

き
石
油
貯

蔵
所
ま
で

其
石
油
を
輸
送
す
る
為
め
口

径
八
吋
の

鉄
管
を
桜
川
及
帷
子
川
東
岸
の

石
垣
に
沿
ひ

伏
設
せ
ん
と
の

件
は
出
願
人
総
一

郎
に
於
て

本
市
に

対
し
左
記
の

条

件
を
遵
守
す
る
に

於
て

は
該
鉄
管
伏
設
の

義
御
許
可
相
成
も
本
市
に
取
り
敢
て

支
障
無
之
も
の

と
認
め
候

一

鉄
管
伏
設
に

関
し
本
市
の

石
垣
に

係
る
橋
梁
石
垣
等
に

破
損
を
生
ぜ
し
と
き
は
其
費
用
は
出
願
人
に

於
て

負
担
す
べ

き
事

一

本
市
に

於
て

橋
梁
石
垣
等
の

改
築
及
び
修
繕
を
為
す
に

当
り
支
障
あ
る
と
き
は
出
願
人
の

費
用
を
以
て
工

事
中
該
鉄
管
を
取
除
く
べ

き
事

右
市
会
の

決
議
を
以
て

答
申
及
候
也
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横
浜
市
会
議
長

知
事
宛

（『
毎
日
新
聞
』明
治
二

十
六
年
四
月
二

十
一

日
付
）

と
も
あ
れ
、

サ

ミ
ュ

エ

ル

商
会
の

タ
ン

カ
ー

第
一

船
は
同
年
、

横
浜
に

入
港
し
た
の

で

あ
っ

た
。

第
三
節
　
キ
リ
ス

ト
教
の

展
開

一

　
プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト

教
会
各
派
の

伝
道

日
本
基
督
公
会
派

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
二

月
の

キ
リ
シ

タ
ン

解
禁
に

よ
っ

て
、

キ
リ
ス

ト
教
は
急
速
に

勢
力
を
増
大
し
た
。

禁
制
下
に

創

立
さ
れ
て
い

た
横
浜
の

日
本
基
督
公
会
は
、

そ
の

有
力
な
拠
点
で

あ
っ

た
。

一

八
七
三
年
末
に
は
、

早
く
も
そ
の

信
徒
数
は

七
十
五
名
に

増
加
し
た
。

翌
七
四
（
明
治
七

）
年
九
月
に

は
、

東
京
基
督
公
会
（
の

ち
の

新
栄
教
会

）
が
支
会
と
し
て

創
立
さ
れ
た
。

こ

の

七
四
年
に

は
、

武
州
葛
飾
・

新
座
・

多
摩
の

三
つ

の

郡
、

そ
れ
に

上
総
・

下
総
の

地
方
に

伝
道
し

た
。

翌
七
五
（
明
治
八

）
年
七
月
十
日
、

旧
バ

ラ
記
念
会
堂
の

隣
接
地
点
に

石
造
の

小
会
堂
を
建
築
し
て
、

献
堂
式
を
お
こ

な
っ

た
。

海
岸
教
会
（
現
在
横
浜
市
中
区

）
と
改
称
し
た
の

は
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）年
秋
の

こ

と
で

あ
る
。

ま
た
、

青
森
県
の

弘
前
公
会
（
一

八
七
五
年
創
立

）、

長
野
県
の

上
田
基
督
公
会
（
一

八
七
六
年

）
は
、

と

も
に
、

本
教
会
を
母
教
会
と
す
る
も
の

で

あ
っ

た
。

一

八
八
三
（
明
治
十
六

）
年
三
月
、

横
浜
伝
道
会
社
を
創
設
し
、

横
須
賀
・

阿
久
和
（
現
在

横
浜

市
瀬
谷
区

）・
鶴
見
・

原
町
田
・

金
目
（
現
在

平
塚
市

）・
保
土
ヶ

谷
な
ど
神
奈
川
県
下
に

伝
道
し
、

横
須
賀
教
会
・

阿
久
和
教
会
を
創
立
し
た
。
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一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三

）
年
十
月
、

米
国
ダ
ッ

チ
・

リ
フ

ォ

ー

ム

ド
・

ミ
ッ

シ
ョ

ン

宣
教
師J

・H

・

バ

ラ
の

尽
力
に
よ
り
、

日
本
基
督
教
会

伝
道
局
と
提
携
し
て
、

基
督
太
田
伝
道
教
会
が
創
立
さ
れ
た
。

し
か
し
、

独
立
自
給
に

い

た
っ

た
の

は
、

の

ち
の

こ

と
で

あ
る
。

名
称
も
日
本
基
督

太
田
教
会
、

さ
ら
に

日
本
基
督
鷺
山
教
会
と
改
め
ら
れ
た
。

さ
て

日
本
基
督
公
会
派
は
、

横
浜
に
つ

づ
い

て
、

当
時
は
神
奈
川
県
に

属
し
て
い

た
三
多
摩
地
方
に

進
出
し
た
。

三
多
摩
は
横
浜
に

近
接
し
て
い

る
う
え
、

八
王
子
は
、

関
東
に
お

け
る
生
糸
取
引
場
と
し
て
、

群
馬
県
の

前
橋
と
な
ら
ぶ
重
要
な
地
位
を
占
め
、

生
糸
輸
出
の

た
め
横
浜
と
直
接
に

結
び
つ

い

て
い

た
。

日
本
基
督
公
会
の

三
多
摩
伝
道
は
、

初
め
て
の

伝
道
が
一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
、

外
国
人
宣
教
師
の

計
画
に

よ

り
小
川
義
綏
・

奥
野
昌
綱
に
よ

っ

て

お
こ

な
わ
れ
た
が
、

真
に

日
本
人
の

伝
道
計
画
に

よ
っ

て
お
こ

な
わ
れ
た
の

は
、

七
四
年
で

あ
る
。

そ
れ
は
、

武
州
多
摩
郡
分
梅
（
現
在

府
中

市

）
の

農
民
の

出
身
で

あ
る
東
京
分
会
の

長
老
小
川
義
綏
に
よ
っ

て

行
わ
れ
た
。

し
か
し
小
川
が
、

府
中
宿
で

世
話
に

な
っ

た
比
留
間
七
重
郎
と
小

川
来
助
は
、

区
長
清
水
斎
兵
衛
か
ら
、

そ
の

た
め
に

干
渉
を
う
け
た
の

で

あ
る
。

八
王
子
で
は
、

村
会
の

会
議
が
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い

る
と
こ

ろ
に

到
着
し
て
、

村
会
議
員
の

居
並
ぶ
前
で
、

滔
々

と
し
て

演
説
し
た
と
い

う
。

と
こ

ろ
が
そ
の

翌
年
、

本
多
庸
一

ら
が
、

同
じ
と
こ

ろ
を
巡
回
し
た
と
き
に

は
、

見
事
に
こ

と
わ
ら
れ
た
と
い

う
こ

と
で

あ
る
。

横
浜
長
老
教
会

米
国
長
老
派
（
プ
レ

ス

ビ
テ
リ
ア
ン

）
の

宣
教
師
ヘ

ン

リ
ー
・

ル

ー
ミ

ス

が
、

横
浜
居
留
地
三
十
九
番
ヘ

ボ
ン

邸
内
に
お
い

て
、

第
一

回
の

洗
礼
式
を
お
こ

な
っ

た
の

は
、

一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
七
月
五
日
で
、

受
洗
者
は
十
名
で

あ
っ

た
。

そ
の

う
ち
、

八
名
は
ヘ

ボ
ン

学
校
の

英
学
生
で

あ
り
、

数
え
年
十
七
歳
以
下
十
三
歳
ま
で

の

少
年
で

あ
っ

た
。

そ
れ
に
、

す
で
に
メ

ソ
ジ
ス

ト
派
の

カ
ッ

ク
ラ
ン

か
ら
受
洗
し
て
い

た
南
小
柿
洲
吾
を
加
え
て
、

信
徒
は
十
一

名
に

な
っ

た
。

そ
の

後
、

さ
ら
に

七
名
の

受
洗
者
が
出
て
、

同
七
四
年
九
月
十
三
日
、

教
会
を
創
立
し
た
。

こ

れ
が
、

横
浜
第
一

長
老
公
会
で

あ
る
。

ル

ー
ミ

ス

が
仮
牧
師
と
な
り
、

南
小
柿
洲
吾
が
最
初
の

長
老
で

あ
る
。

会
員
十
八
名
、
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同
年
十
月
六
日
、

長
老
教
会
の

管
下
に

入
っ

た
。

こ

の

年
十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の

半
年
間
、

港
町
六
丁
目
に

講
義
所
を
設
け
、

耶
蘇
教
講
義
所

と
書
い

た
看
板
を
か
か
げ
た
。

こ

れ
は
、

外
国
人
居
留
地
以
外
に

設
け
た
最
初
の

公
開
伝
道
所
と
思
わ
れ
る
。

つ

い

で

太
田
町
二
丁
目
の

講
義
所
で

伝
道
を
続
け
た
。

そ
し
て
、

ヘ

ボ
ン

の

尽
力
に

よ
っ

て
、

住
吉
町
三
丁
目
に

新
し
い

会
堂
を
設
立
し
、

一

八
七
六
（
明
治
九

）
年
十
一

月
二

十
六
日

に
、

献
堂
式
を
挙
行
し
た
。

同
年
、

東
京
の
一

致
神
学
校
教
授
と
し
て

来
日
し
たG

・W

・

ノ
ッ

ク
ス

が
、

仮
牧
師
に

な
っ

て
、

教
会
は
し
だ
い

に

隆
盛
に

向
か
っ

た
。

一

八
八
三
（
明
治
十
六

）
年
十
二

月
、

南
小
柿
洲
吾
が
、

は
じ
め
て

日
本
人
と
し
て

当
教
会
の

牧
師
に

な
り
、

八
七
（
明
治
二

十
）

年
六
月
ま
で

牧
会
の

任
に

あ
た
っ

た
。

つ

い

で
、

山
本
秀
煌
が
牧
師
に

就
任
し
て
、

長
年
月
在
職
し
た
。

こ

の

間
、

教
勢
は
上
昇
の
一

途
を
た
ど

り
、

八
七
年
に

は
、

信
徒
は
二
百
名
に

達
し
た
。

こ

の

よ
う
な
隆
盛
の

う
ち
に
、

尾
上
町
六
丁
目
に
、

地
所
を
購
入
し
、

煉
瓦
造
り
の

大
会
堂
が
建

設
さ
れ
た
。

ヘ

ボ
ン

の

尽
力
に
よ
る
も
の

で
、

一

八
九
〇
年
十
月
十
六
日
、

ヘ

ボ
ン

夫
妻
の

金
婚
式
当
日
を
も
っ

て

定
礎
式
を
お
こ

な
っ

た
。

一

八

九
二
（
明
治
二
十
五

）
年
一

月
十
六
日
、

献
堂
式
を
お
こ

な
い
、

教
会
の

名
を
「
指
路
」
と
よ
ぶ
こ

と

に

な
っ

た
。

米
国
に

お
け
る
ヘ

ボ
ン

の

所
属

教
会
の

名
、

「
シ
ロ
　S

h
ilo

h

」
を
用
い

た
も
の

で

あ
る
。

こ

の

会
堂
は
、

関
東
大
震
災
に
よ
っ

て

潰
滅
し
た
。

1892年に建てられた指路教会
『指路教会八十年史』から

美
以
教
会

わ
が
国
に

伝
道
し
た
メ

ソ
ジ
ス

ト
教
会
に

は
、

は
じ
め
、

美
以
教
会
・

カ
ナ

ダ
メ

ソ
ジ
ス

ト
教
会
・

南
美
以
教
会
の

三
派
が

あ
り
、

一

九
〇
七
（
明
治
四

十
）
年
に
い

た
っ

て
、

日
本
メ

ソ
ジ
ス

ト
教
会
に

統
合
さ
れ
た
。

美
以
教
会
の

名
称
は
、

美
は
メ

ソ
ジ
ス

ト

（M
e
th

o
d
is
t

）
のM

、

以
は
エ

ピ

ス

コ

パ

ル

（E
p
isco

p
a
l

）
のE
に

あ
て

た
漢
字
で

あ
る
。

米
国
北
部
メ

ソ

ジ
ス

ト
教
会
は
、

明
治
五
年

（
一

八
七
二

）
年
十
二

月
、

ニ

ュ

ー
ヨ

ー

ク
の

総
会
で

日
本
伝
道
を
決
議
し
、

当
時
、

中
国
の

福
州
で

伝
道
し
て
い

たR

・S
・

マ

ク
レ

イ
を
日
本
伝
道
総
理
に

任
命
し
た
。

そ
し
て

翌
七
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三
年
六
月
十
一

日
、

マ

ク
レ

イ
夫
妻
、

同
三
十
日
にI

・H

・

コ

レ

ル

夫
妻
、

同
年
七
月
八
日
にW

・L

・

ハ

リ
ス

監
督
、

八
月
八
日
にJ

・

ソ

ー

パ

ー
とJ

・C

・

デ
ビ
ソ
ン

が
来
日
し
た
。

マ

ク
レ

イ
は
、

横
浜
代
官
坂
上
の

山
手
居
留
地
六
十
番
館
に

住
み
、

八
月
八
日
、

W

・L

・

ハ

リ
ス

監
督
の

も
と
に
、

デ
ビ
ソ
ン
、

ソ

ー
パ

ー
の

ほ
か
に
、

福
州
伝
道
途
上
、

横
浜
に
い

た
と
こ

ろ
日
本
宣
教
に

任
命
さ
れ
た
コ

レ

ル

と
と
も
に
、

日
本
宣
教
部
会
を
組
織
し
た
。

マ

ク
レ

イ
と
コ

レ

ル

と
は
横
浜
に
、

ソ
ー
パ

ー
は
東
京
に
、

デ
ビ
ソ
ン

は
長
崎
に
、

の

ち
に

来
日
す
る
予
定
のM

・C

・

ハ

リ
ス

は
凾
館
に

任
命
さ
れ
た
。

同
年
十
二

月
十
四
日
、

M
・C

・

ハ

リ
ス

が
来
日
し
、

山
手
二

百
十
七
番
館
に
お
い

て
、

は
じ
め
て

キ
リ
ス

ト
教
徒
の

集
会
が
開
か
れ
た
。

一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
八
月
十
一

日
、

不
老
町
に

は
じ
め
て

耶
蘇
講
義
所
を
設
置
し
て

説
教
を
お
こ

な
う
と
と
も
に
、

漢
訳
聖
書
と
日
本
文
の

教
書
類
を
陳
列
し
て

人
び
と
に

展
示
し
た
。

当
時
、

説
教
の

聴
衆
の

な
か
に
は
、

神
社
や
寺
院
に

参
詣
す
る
の

と
同
様
に
、

賽
銭
を
捧
げ
た
も
の

も

あ
っ

た
と
い

う
。

同
七
年
十
月
四
日
、

コ

レ

ル

は
、

メ

ソ
ジ
ス

ト
・

エ

ピ
ス

コ

パ

ル

最
初
の

受
洗
者
を
得
る
こ

と
が
で

き
た
。

鈴
木
喜
一

夫
妻
が
そ

れ
で

あ
る
。

一

八
七
五
年
一

月
、

教
会
地
と
し
て
、

山
手
二

百
二

十
一

番
の

地
を
購
入
し
た
。

ま
た
、

マ

ク
レ

イ
は
、

同
年
三
月
、

米
国
バ

プ
テ
ス

ト
自
由
伝

道
局
の

宣
教
師J

・

ゴ

ー
ブ
ル

と
協
約
し
、

牛
坂
上
の

山
手
二

百
二

十
四
番
の

地
所
と
ゴ

ー
ブ
ル

が
建
築
中
の

会
堂
を
購
入
し
こ

れ
を
完
成
し
た
。

こ

れ
が
天
安
堂
で

あ
る
。

天
安
堂
の

名
称
は
、

マ

ク
レ

イ
が
、

中
国
福
州
の

会
堂
の

名
称
を
そ
の

ま
ま
つ

け
た
も
の

で

あ
る
。

こ

こ

に

書
籍
販
売
部

を
付
属
さ
せ
た
が
、

こ

れ
が
メ

ソ
ジ
ス

ト
出
版
所
で

あ
る
。

ま
た
、

会
堂
の

う
し
ろ
に

小
学
校
を
建
て
、

天
縦
小
学
校
と
名
づ
け
た
。

六
月
二

十
日
、

天
安
堂
に
お
い

て
、

は
じ
め
て

聖
日
礼
拝
を
朝
夕
守
り
、

午
後
、

日
曜
学
校
を
開
い

た
。

こ

の

日
を
も
っ

て
、

横
浜
教
会
の

起
源
と
し
て
い

る
。

同
年
七
月
ご
ろ
、

宣
教
年
会
で
、

横
浜
教
区
を
二

分
し
、

天
安
堂
巡
回
区
と
不
老
町
巡
回
区
を
定
め
た
が
、

九
月
に

な
っ

て
、

ま
た
両
巡
回
区
を

合
併
し
た
。

こ

の

九
月
に

最
初
の

四
季
会
が
開
か
れ
た
。

十
月
ご
ろ
、

会
員
五
名
と
求
道
者
二

名
と
で
、

一

つ

の

教
会
を
組
織
し
、

日
本
人
に
よ
る
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伝
道
活
動
が
は
じ
ま
っ

た
。

十
一

月
、

神
奈
川
十
番
町
に

耶
蘇
教
説
教
所
を
設
け
た
。

こ

れ
が
神
奈
川
教
会
の

起
源
で

あ
る
。

一

八
七
七
年
六
月
、

天
安
堂
を
、

山
手
二
百
二

十
一

番
に

移
し
た
。

こ

の

年
、

第
四
回
美
以
宣
教
師
年
会
が
横
浜
で

開
か
れ
、

米
国
年
会
の

允
許

（
許
可
）
を
得
て
、

栗
村
八
左
衛
門
・

大
貫
文
七
・

飛
鳥
賢
次
郎
・

相
原
英
賢
ら
九
名
が
、

最
初
の

日
本
人
伝
道
者
と
し
て

任
命
を
う
け
た
。

ま
た
、

不
老
町
耶
蘇
教
講
義
所
を
住
吉
町
五
丁
目
に

移
し
、

真
理
学
校
と
い

う
小
学
校
を
付
設
し
た
が
、

さ
ら
に
、

福
富
町
に

も
講
義
所
を
設
置
し
た
。

天

安
堂
・

不
老
町
・

福
富
町
と
も
に
、

栗
村
八
左
衛
門
が
司
牧
（
教
会
を
司
る

）
し
た
。

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
、

米
国
メ

ソ
ジ
ス

ト
伝
道
局
の

援
助
に
よ
り
、

美
以
美
（
美
会
）
神
学
校
が
、

山
手
二

百
二

十
一

番
の

天
安
堂
構
内
に

創
立
さ
れ
、

十
月
二

日
、

開
校
式
が
挙
行
さ
れ
た
。

こ

れ
は
、

伝
道
が
、

つ

ね
に

教
育
と
並
行
し
な
け
ね
ば
な
ら
な
い

と
い

う
マ

ク
レ

イ
の

意
向
に

よ
る
も
の

で

あ
っ

た
。

校
長
は
、

来
日
し
た
ば
か
り
のM

・S

・

ウ
ェ

ー
ル

で
、

マ

ク
レ

イ
と
コ

レ

ル

が
そ
の

補
佐
を
し
た
。

こ

の

神
学
校
は
、

一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
十
月
、

東
京
築
地
に

移
設
さ
れ
、

東
京
英
和
学
校
と

改
称
し

た
。

の

ち
、

青
山
南
町
に

移
っ

て
、

東
京
青
山
学
院
と
改
称

さ
れ
た
。

こ

の
一

八
八
二

年
に

は
、

日
本
美
以
教
会
第
九
回
年
会
が
、

天
安
堂
で

開
か
れ
て
お
り
、

神
奈
川
美
以
教
会
は
、

長
老
司W

・C

・

デ
ビ

ソ
ン

が
司
牧
す
る
こ

と
に

な
っ

た
。

美会神学校の印
青山学院大学蔵

一

八
八
三
（
明
治
十
六

）
年
に

は
、

リ
バ

イ
バ

ル

（
宗
教
復
興
信
仰
復
興
の

意
）
に
よ
っ

て

信
者
が

急
激
に

増
加
し
た
。

翌
八
四
年
九
月
、

神
学
校
の

跡
に

女
学
校
を
建
て

聖
経
女
学
校
と
名
づ
け
、

八

五
年
一

月
、

横
浜
福
音
会
館
を
不
老
町
に

建
設
し
た
。

八
六
年
、

天
安
堂
を
長
者
町
七
丁
目
六
十
五

番
地
に

移
し
た
。

こ

の

こ

ろ
に

は
、

信
者
の

数
も
増
加
し
百
名
を
こ

え
る
ほ
ど
に

な
っ

て
、

一

八
八

七
年
、

独
立
自
給
の

教
会
と
な
っ

た
。

こ

れ
が
同
教
派
の

最
初
の

自
給
教
会
で

あ
る
。

八
八
（
明
治
二

十
一

）
年
十
一

月
、

新
し
く
戸
部
教
会
を
戸
部
一

丁
目
に

分
設
し

た
。

長
者
町
天
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